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議案第６９号 主要改正点

・大阪広域水道企業団の共同処理する事務に四條畷市、太子町および千早赤阪村に係る水道事

業の経営に関する事務を追加したこと。

・大阪広域水道企業団の議会の議員の定数を変更したこと。

大阪広域水道企業団規約 新旧対照表

新 旧

第１条 （略） 第１条 （略）

（企業団を組織する地方公共団体） （企業団を組織する地方公共団体）

第２条 企業団は、別表第１に掲げる地方公共団体（以下「構成団体」という。）をもっ 第２条 企業団は、別表に掲げる地方公共団体（以下「構成団体」という。）をもって組

て組織する。 織する。

（企業団の共同処理する事務） （企業団の共同処理する事務）

第３条 （略） 第３条 （略）

(1) （略） (1) （略）

(2) 別表第２に掲げる地方公共団体に係る水道事業の経営に関する事務

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

(5) 前各号に附帯する一切の事務 (4) 前３号に附帯する一切の事務

第４条 （略） 第４条 （略）

（企業団の議会の組織及び議員の選挙方法） （企業団の議会の組織及び議員の選挙方法）

第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は、３３人とする。 第５条 企業団の議会の議員（以下「企業団議員」という。）の定数は、３０人とする。

２ ～ ３ （略） ２ ～ ３ （略）

第６条 ～ 第１４条 （略） 第６条 ～ 第１４条 （略）

別表第１ （略） 別表 （略）

別表第２（第３条関係）

四條畷市、太子町、千早赤阪村



議案第７３号 主要改正点

・市長の附属機関に大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議および大東市空家等対策

協議会を加えたこと。

大東市附属機関条例 新旧対照表

新 旧

本則 （略） 本則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

附属機関の属 附属機関の名称 担任する事務 委員の定数 附属機関の属 附属機関の名称 担任する事務 委員の定数

する執行機関 する執行機関

市長 大東市まち・ひ 大東市まち・ひと・しごと創生総合戦略 １５人以内 市長 大東市建設事業 本市が実施した建設事業に係る事後評価 ５人以内

と・しごと創生 に基づく施策についての審議に関する事 事後評価委員会 および対応方針についての審議に関する

総合戦略推進会 務 事務

議

大東市建設事業 本市が実施した建設事業に係る事後評価 ５人以内

事後評価委員会 および対応方針についての審議に関する

事務

大東市バリアフ 大東市バリアフリー基本構想の作成に関 ２０人以内 大東市バリアフ 大東市バリアフリー基本構想の作成に関 ２０人以内

リー基本構想協 する協議および同基本構想の実施に係る リー基本構想協 する協議および同基本構想の実施に係る

議会 連絡調整に関する事務 議会 連絡調整に関する事務

大東市空家等対 大東市空家等対策計画についての調査審 ３０人以内

策協議会 議、特定空家に対する是正措置について

の調査審議および空家対策についての協

議に関する事務



議案第７４号 主要改正点

・被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が施行され

たことに伴い、条文中の文言を整理したこと。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

大東市消防団員等公務災害補償条例 新旧対照表

新 旧

（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例）

本則 （略） 本則 （略）

付 則 付 則

第１条 ～ 第４条の２ （略） 第１条 ～ 第４条の２ （略）

（他の法令による給付との調整） （他の法令による給付との調整）

第５条 （略） 第５条 （略）

種 別 併 給 さ れ る 年 金 率 種 別 併 給 さ れ る 年 金 率

傷病補償年金 傷病補償年金

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障 ０．８８ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について国 ０．８８

害厚生年金が支給される場合を除く。） 家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）もし

くは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号）の規定による障害共済年金（以下単に「障害共済年

金」という。）または障害厚生年金が支給される場合を

除く。）

障害補償年金 障害補償年金

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障 ０．８８ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障 ０．８８

害厚生年金が支給される場合を除く。） 害共済年金または障害厚生年金が支給される場合を除



新 旧

く。）

遺族補償年金 遺族補償年金

遺族基礎年金（当該補償の事由となつた死亡について遺 ０．８８ 遺族基礎年金（当該補償の事由となつた死亡について国 ０．８８

族厚生年金が支給される場合を除く。）または国民年金 家公務員共済組合法もしくは地方公務員等共済組合法の

法の規定による寡婦年金 規定による遺族共済年金または遺族厚生年金が支給され

る場合を除く。）または国民年金法の規定による寡婦年

金

２ （略） ２ （略）

併 給 さ れ る 年 金 率 併 給 さ れ る 年 金 率

障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障害厚 ０．８８ 障害基礎年金（当該補償の事由となつた障害について障害共 ０．８８

生年金が支給される場合を除く。） 済年金または障害厚生年金が支給される場合を除く。）

（大東市消防団員等公務災害補償条例）

本則 （略） 本則 （略）

付 則 付 則

第１条 ～ 第４条の２ （略） 第１条 ～ 第４条の２ （略）

（他の法律による給付との調整） （他の法律による給付との調整）



新 旧

第５条 （略） 第５条 （略）

２ （略） ２ （略）

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 ０．８６ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 ０．８６

国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８ 国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８

傷病補 つた障害により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給 傷病補 つた障害により国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８

される場合を除く。） 号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）、私

償年金 償年金 立学校教職員共済組合法（昭和２８年法律第２４５号）または厚

生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図る

ための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成

１３年法律第１０１号）附則第２条第１項第２号に規定する旧農

林共済法（以下この条において「国家公務員共済組合法等」とい

う。）の規定による障害共済年金が支給される場合を除く。）

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 ０．８３ 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 ０．８３

障害補 障害補

国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８ 国民年金法の規定による障害基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８

償年金 つた障害により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給 償年金 つた障害により国家公務員共済組合法等の規定による障害共済年

される場合を除く。） 金が支給される場合を除く。）

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 ０．８４ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 ０．８４

遺族補 遺族補

国民年金法の規定による遺族基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８ 国民年金法の規定による遺族基礎年金（当該損害補償の事由とな ０．８８

償年金 つた死亡により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給 償年金 つた死亡により国家公務員共済組合法等の規定による遺族共済年

される場合を除く。）または国民年金法の規定による寡婦年金 金が支給される場合を除く。）または国民年金法の規定による寡

婦年金

３ ～ ７ （略） ３ ～ ７ （略）

第６条 （略） 第６条 （略）



議案第７５号 主要改正点

・市税の徴収猶予および換価の猶予について規定したこと。

大東市市税条例 新旧対照表

新 旧

第１条 ～ 第７条 （略） 第１条 ～ 第７条 （略）

（徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付または分割納入の方法）

第８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第１５条第３項お 第８条から第１７条まで 削除

よび第５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予する期間内

の各月（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する

月）に分割して納付し、または納入させる方法とする。

２ 市長は、法第１５条第３項または第５項の規定により、同条第１項もしくは第２項の

規定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という。）または同条第４

項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（次項および第４項において「徴収の猶予

期間の延長」という。）に係る市の徴収金を分割して納付し、または納入させる場合に

おいては、当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限および各納

付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めるものとする。

３ 市長は、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限または納

入期限までに納付し、または納入することができないことにつきやむを得ない理由があ

ると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付または分割納入の各納付期限また

は各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更することができる。

４ 市長は、第２項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限

および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めたときは、そ

の旨、当該分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限ま

たは各納入期限ごとの納付金額または納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予また

は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

５ 市長は、第３項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限

ごとの納付金額または納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限ま



新 旧

たは各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額その

他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

（徴収猶予の申請手続等）

第９条 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があることおよびその該当する事

実に基づき市の徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、または納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限および金額

(3) 前号の金額のうち猶予を受けようとする金額

(4) 猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付または分割納入の方法により納付または納入を行うかどうか（分割納付ま

たは分割納入の方法により納付または納入を行う場合にあっては、分割納付または分

割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付

金額または納入金額を含む。）

(6) 猶予を受けようとする金額が１，０００，０００円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類、数

量、価額および所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名および住

所または居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提供することができな

い特別の事情があるときは、その事情）

２ 法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入

および支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が１，０００，０００円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」とい

う。）第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる



新 旧

書類

３ 法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項

４ 法第１５条の２第２項および第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第２号か

ら第４号までに掲げる書類とする。

５ 法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限および金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、または納入することができないやむ

を得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第１項第５号および第６号に掲げる事項

６ 法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げる書類と

する。

７ 法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。

（職権による換価の猶予の手続等）

第１０条 法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第３項および第

５項に規定する条例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予する期間内の各月

（市長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）に

分割して納付し、または納入させる方法とする。

２ 第８第２項から第４項までの規定は、法第１５条の５第２項において読み替えて準用

する法第１５条第３項または第５項の規定により、分割して納付し、または納入させる

場合について準用する。

３ 法第１５条の５の２第１項および第２項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる

書類とする。

(1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類
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(2) 分割納付または分割納入させるために必要となる書類

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第１１条 法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。

２ 法第１５条の６第３項において準用する法第１５条第３項および第５項に規定する条

例で定める方法は、その猶予に係る金額をその猶予する期間内の各月（市長がやむを得

ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、

または納入させる方法とする。

３ 第８条第２項から第４項までの規定は、法第１５条の６第３項において準用する法第

１５条第３項または第５項の規定により、分割して納付し、または納入させる場合につ

いて準用する。

４ 法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の徴収金を一時に納付し、または納入することにより事業の継続または生活の維

持が困難となる事情の詳細

(2) 第９条第１項第２号から第４号までおよび第６号に掲げる事項

(3) 分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各

納入期限ごとの納付金額または納入金額

５ 法第１５条の６の２第１項および第２項に規定する条例で定める書類は、第９条第２

項第２号から第４号までに掲げる書類とする。

６ 法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第９条第１項第６号に掲げる事項

(2) 第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項

(3) 第４項第３号に掲げる事項

７ 法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定する期間は、

２０日とする。

（担保を徴する必要がない場合）

第１２条 法第１６条に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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(1) 猶予に係る金額が１，０００，０００円以下である場合

(2) 猶予期間が３月以内である場合

(3) 担保を徴することができない特別の事情がある場合

第１３条から第１７条まで 削除

（公示送達） （公示送達）

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は、大東市公告式条例（昭和３１年条例 第１８条 地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第２０条の２の

第３号）第２条第２項に規定する掲示板に掲示して行うものとする。 規定による公示送達は、大東市公告式条例（昭和３１年条例第３号）第２条第２項に規

定する掲示板に掲示して行うものとする。

第１８条の２ ～ 第２２条 （略） 第１８条の２ ～ 第２２条 （略）

（市民税の納税義務者等） （市民税の納税義務者等）

第２３条 （略） 第２３条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、令第４７条に ３ 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、地方税法施行

規定する収益事業を行うもの（当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。 令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）第４７条に規定する収益事業を

第３１条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）または法人課税 行うもの（当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。第３１条第２項の表

信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規 の第１号において「人格のない社団等」という。）または法人課税信託の引受けを行う

定を適用する。 ものは、法人とみなして、この節の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

第２４条 ～ 第１４５条 （略） 第２４条 ～ 第１４５条 （略）



議案第７６号 主要改正点

・住民基本台帳法が改正され、住民基本台帳カードに関する規定が削除されることに伴い、条

文中の文言を整理したこと。

大東市印鑑登録および証明に関する条例

大東市住民基本台帳カードの利用に関する条例 新旧対照表

新 旧

（大東市印鑑登録および証明に関する条例）

第１条 （略） 第１条 （略）

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

(1) ～ (3) （略） (1) ～ (3) （略）

(4) 住民基本台帳カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 (4) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８ 第１項に規定するカードをいう。

号）第１９条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第

３０条の４４第１項に規定する住民基本台帳カードをいう。

(5) （略） (5) （略）

第３条 ～ 第７条 （略） 第３条 ～ 第７条 （略）

（印鑑登録証の交付等） （印鑑登録証の交付）

第８条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、当該印鑑登録をした者（以下 第８条 市長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証または住民基本台

「印鑑登録者」という。）に印鑑登録証を交付し、または印鑑登録者が交付を受けてい 帳カード（大東市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成１８年条例第２号）第

る住民基本台帳カードに必要な情報を記録するものとする。 ２条第１号の規定により印鑑登録証として利用する者に限る。以下「住基カード」とい

う。）を当該印鑑登録をした者（以下「印鑑登録者」という。）に交付するものとする。

第９条 （略） 第９条 （略）

（登録事項の変更） （登録事項の変更）

第１０条 印鑑登録原票の登録事項（印影を除く。）に変更が生じたときは、印鑑登録者 第１０条 印鑑登録原票の登録事項（印影を除く。）に変更が生じたときは、印鑑登録者

またはその代理人が印鑑登録証または住民基本台帳カード（大東市住民基本台帳カード またはその代理人が印鑑登録証または住基カードを添えて市長にその旨を届け出なけれ
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の利用に関する条例第３条第２項の規定により印鑑登録証としての情報が記録されてい ばならない。

るものに限る。以下同じ。）を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

２ （略） ２ （略）

第１１条 ～ 第１２条 （略） 第１１条 ～ 第１２条 （略）

（暗証番号） （暗証番号）

第１３条 自動交付機による印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証 第１３条 自動交付機による印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証

または住民基本台帳カードを添えて（印鑑の登録を同時に行うときを除く。）、あらかじ または住基カードを添えて（印鑑の登録を同時に行うときを除く。）、あらかじめ暗証番

め暗証番号の登録を、印鑑登録者自ら市長に申請し、登録を受けなければならない。 号の登録を、印鑑登録者自ら市長に申請し、登録を受けなければならない。

２ 暗証番号を登録した印鑑登録者（以下「暗証登録者」という。）は、登録された暗証 ２ 暗証番号を登録した印鑑登録者（以下「暗証登録者」という。）は、登録された暗証

番号を変更しようとするときは、印鑑登録証または住民基本台帳カードを添えて、自ら 番号を変更しようとするときは、印鑑登録証または住基カードを添えて、自ら市長に申

市長に申請しなければならない。 請しなければならない。

３ （略） ３ （略）

４ 暗証登録者は、登録された暗証番号を廃止しようとするときは、印鑑登録証または住 ４ 暗証登録者は、登録された暗証番号を廃止しようとするときは、印鑑登録証または住

民基本台帳カードを添えて、市長に申請しなければならない。 基カードを添えて、市長に申請しなければならない。

第１４条 （略） 第１４条 （略）

（印鑑登録証明書の交付） （印鑑登録証明書の交付）

第１５条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするとき 第１５条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするとき

は、印鑑登録証または住民基本台帳カードを提示して市長に申請しなければならない。 は、印鑑登録証または住基カードを提示して市長に申請しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（自動交付機による印鑑登録証明書の交付申請） （自動交付機による印鑑登録証明書の交付申請）

第１６条 前条の規定にかかわらず、暗証登録者は、自ら自動交付機に印鑑登録証または 第１６条 前条の規定にかかわらず、暗証登録者は、自ら自動交付機に印鑑登録証または

住民基本台帳カードおよび暗証番号を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑 住基カードおよび暗証番号を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明

登録証明書の交付を申請し、自動交付機から印鑑登録証明書の交付を受けることができ 書の交付を申請し、自動交付機から印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

る。

第１７条 ～ 第２１条 （略） 第１７条 ～ 第２１条 （略）
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（大東市住民基本台帳カードの利用に関する条例）

（目的） （目的）

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 第１条 この条例は、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第８項

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号）第１９ の規定に基づき、住民基本台帳カード（以下「住基カード」という。）の利用につい

条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４４第 て、必要な事項を定めることを目的とする。

１２項の規定に基づき、住民基本台帳カード（以下「住基カード」という。）の利用に

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。

第２条 ～ 第７条 （略） 第２条 ～ 第７条 （略）



議案第７７号 主要改正点

・介護保険料の徴収猶予および減免に係る申請書の記載事項に個人番号を加えたこと。

大東市介護保険条例 新旧対照表

新 旧

第１条 ～ 第１１条 （略） 第１条 ～ 第１１条 （略）

（保険料の徴収猶予） （保険料の徴収猶予）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 第１号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所お (1) 第１号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住

よび個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 所

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同

じ。）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

（保険料の減免） （保険料の減免）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 第１号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所お (1) 第１号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住

よび個人番号 所

(2) ～ (3) (2) ～ (3)

３ ～ ４ （略） ３ ～ ４ （略）

第１４条 ～ 第２１条 （略） 第１４条 ～ 第２１条 （略）



議案第７８号 主要改正点

・国民健康保険税の減免に係る申請書の記載事項に個人番号を加えたこと。

・上場株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例を変更したこと。

大東市国民健康保険税条例 新旧対照表

新 旧

第１条 ～ 第２４条の２ （略） 第１条 ～ 第２４条の２ （略）

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免）

第２４条の３ （略） 第２４条の３ （略）

２ （略） ２ （略）

(1) 氏名、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の (1) 氏名および住所

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号を

いう。）

(2) ～ (3) （略） (2) ～ (3) （略）

３ （略） ３ （略）

第２５条 ～ 第２７条 （略） 第２５条 ～ 第２７条 （略）

付 則 付 則

１ ～ ２ （略） １ ～ ２ （略）

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者 ３ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者

が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第６条、第８ が法附則第３３条の２第５項の配当所得を有する場合における第３条、第６条、第８条

条および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「および山林所得金額」と および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「および山林所得金額」とあ

あるのは「および山林所得金額ならびに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式 るのは「および山林所得金額ならびに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２ に係る配当所得の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

項」と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額また と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金額または法

は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第 附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、第２３条中

２３条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第 「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第３３条の２
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３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。 第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

４ ～ ５ （略） ４ ～ ５ （略）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

６ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者 ６ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３ が法附則第３５条の２第６項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第３条、

条、第６条、第８条および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「および 第６条、第８条および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「および山林

山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第３５条の２第５項に 所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第３５条の２第６項に規定

規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第 する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

３１４条の２第２項」と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは ２第２項」と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは山林所得金

山林所得金額または法附則第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金 額または法附則第３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

額」と、第２３条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに ２３条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第

法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 ３５条の２第６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除に係る国民健康保険税の課税の

７ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者 特例）

が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における ７ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者

第３条、第６条、第８条および第２３条の規定の適用については、第３条第１項中「お が法附則第３５条の２の６第１１項または第１５項の規定の適用を受ける場合における

よび山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額ならびに法附則第３５条の２の２ 附則第３項の規定の適用については、同項中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあ

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは るのは「上場株式等に係る配当所得の金額（法附則第３５条の２の６第１１項または第

「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「も １５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

しくは山林所得金額または法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、第２３条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所

得金額ならびに法附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」とする。

８ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の２の６第１５項の規定の適用を受ける場合における付則第６項の規

定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に
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係る譲渡所得等の金額（法附則第３５条の２の６第１５項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の課

税の特例）

９ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属者

が法附則第３５条の３第１１項の規定の適用を受ける場合における付則第６項の規定の

適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等に係る

譲渡所得等の金額（法附則第３５条の３第１１項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）」とする。

８ （略） １０ （略）

（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用を受ける場合における前項の適用につ

いては、同項中「先物取引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引に係る雑所得

等の金額（法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）」とする。

９ （略） １２ （略）

１０ （略） １３ （略）

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属 １４ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る利 者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等に係る配

子所得、配当所得および雑所得を有する場合における第３条、第６条、第８条および第 当所得を有する場合における第３条、第６条、第８条および第２３条の規定の適用につ

２３条の規定の適用については、第３条第１項中「および山林所得金額の合計額から同 いては、第３条第１項中「および山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

条第２項」とあるのは「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税 「および山林所得金額ならびに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租 法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の いう。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第
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額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「および山林所得金額の合計額（」とあ ３１４条の２第２項」と、「および山林所得金額の合計額（」とあるのは「および山林

るのは「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に 所得金額ならびに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配

規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「または山林所得金額」と 当等の額の合計額（」と、同条第２項中「または山林所得金額」とあるのは「もしくは

あるのは「もしくは山林所得金額または租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項 山林所得金額または租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用

に規定する条約適用配当等の額」と、第２３条中「および山林所得金額」とあるのは 配当等の額」と、第２３条中「および山林所得金額」とあるのは「および山林所得金額

「および山林所得金額ならびに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す ならびに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

る条約適用配当等の額」とする。 額」とする。

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例）

１５ 世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者もしくは特定同一世帯所属

者が法附則第４４条の２第３項の規定の適用を受ける場合における付則第４項（付則第

５項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、付則第４項中「第３６

条」とあるのは「第３６条（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に

関する法律（平成２３年法律第２９号）第１１条の６第１項の規定により適用される場

合を含む。）」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。


